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埼玉県生活環境保全条例における排水規制
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対象となる建設工事
（指定土木作業）

規制対象項目 規制基準

○杭工事

○地盤改良工事

○根切り工事

○シールド工事

○アンカー工事

水素イオン濃度（pH） 5.8～8.6

浮遊物質量（SS） 180（150＊） mg/L

ノルマルヘキサン抽出物含有量
（鉱油類含有量）

5 mg/L

有害物質
水質汚濁防止法の規定する
排水基準と同じ

＊一日の排出水の平均的な汚染状態に係る基準

規制基準を遵守しないおそれがあると・・・

・公害防止の方法の改善その他必要な措置
・当該指定土木建設作業若しくは排出水の一時停止
が命じられることがあります。

埼玉県生活環境保全条例において、対象となる建設工事（指定土木建設
業）から出る排水には、規制基準が定められています。

命令に従わない場合、一年以下の
懲役又は百万円以下の罰金に処せ
られることがあります。



公共用水域において次の事態が単独又は複合して発生した場合をいう。

• カドミウム、全シアン等の有害物質により、人の健康又は生活環
境に係る被害が生ずるおそれがあること。

• 魚類が大量に浮上、狂奔、へい死等すること。

• 油類、着色汚水等により水質が著しく悪化すること。

• その他水質の汚濁により、利水に支障を及ぼすおそれがあること。
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異常水質事故とは

河川や水路に油や薬品、セメント排水などが流れると魚が死んだり、
水道水や農業用取水などに影響を及ぼすことがあります。

※自然現象を除く



◆北本市内の水路における着色水の対応について

<事故の概要>
解体業者が撤去作業中に廃液を流出させたもの。
令和４年８月２６日、魚が100匹程度へい死。水路にて銅、ほう素、
ふっ素検出。

<原因者>
解体業者

<対応>
・降雨に対する拡大防止措置として屋外の残置物の
シート掛け

・土嚢による敷地内排水溝の封鎖
・残置物の回収
・廃液等の廃棄物の適切な処分
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異常水質事故事例

対策にかかった費用は原因者の負担となります。
へい死した魚の回収、水路・道路側溝の清掃やオイルマットの設置を
するためには、多額の費用と時間を要します。
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異常水質事故を未然に防ぐために

・工事現場からの泥水や高アルカリ排水は、凝集沈殿処理や
中和処理、 回収処分するなど適正に処理しましょう！

・廃塗料や使用後のハケなどの洗浄水を道路側溝や水路に
流さないよう にしましょう！

・廃油や廃塗料は廃棄物として適正に処分しましょう！

・油や薬品の入ったドラム缶などの容器は適正に保管しましょう！

・事故時の対応方法や連絡体制を確認する研修を行いましょう！
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異常水質事故が発生したら

原因者が応急措置をとっていない場合は、
応急措置や必要な措置を取るよう命ずる可能性があります

油や汚水を河川に流してしまった場合は・・・

① 原因者が応急措置を行う

事故の規模により、施設の一時停止等を余儀なくされ、

操業にも支障がでる可能性があります。

② 事故の状況を通報し、講じた措置の概要を速やかに報告する

所管する県環境管理事務所又は市役所へ連絡してください。

また、必要に応じて他の関係機関にも連絡してください。

③ 取水停止措置や河川状況回復等に伴い要した費用を

原因者が費用負担しなければならない

下流への影響が大きい場合などは事業者名を公表することがあります。



異常水質事故発生時の連絡先
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県環境管理事務所

市役所



埼玉県生活環境保全条例とは
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目的（第１条）

この条例は、生活環境の保全に関し、県、事業者及び県民の責務を明らか
にするとともに、環境への負荷の低減を図るための措置及び公害の発生源
についての規制を定めることにより、生活環境の保全に関する施策を総合
的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康の保護及び安全かつ快適な
生活の確保に寄与することを目的とする。

埼玉県生活環境保全条例において、建設工事（指定土木建設業に限る）を
行っている者が遵守すべき基準（規制基準）が定められています。

• 杭工事

• 地盤改良工事

• 根切り工事

• シールド工事

• アンカー工事

指定土木建設業とは



公共用水域において次の事態が単独又は複合して
発生した場合をいう（自然現象を除く）。

• カドミウム、全シアン等の有害物質により、人の健康
又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがあること。

• 魚類が大量に浮上、狂奔、へい死等すること。

• 油類、着色汚水等により水質が著しく悪化すること。

• その他水質の汚濁により、利水に支障を及ぼすおそれ
があること。
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異常水質事故とは

河川や水路に油や薬品、セメント排水などが流れると魚が死んだり、水道水
や農業用取水などに影響を及ぼすことがあります。



公共用水域とは
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公共用水域 水質汚濁防止法第２条第１項の定義と同じ

① 河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域

② ①に接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される
水路（終末処理場を設置している下水道を除く。）


